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従
来
ロ
シ
ア
史
研
究
で
は
、
西
欧
と
の
比
較
の
中
で
、
君
主
が
超
越
的
な
権
力

を
持
つ
「
専
制
体
制
」
や
、
そ
の
特
殊
性
、
後
進
性
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
、
近
年
、
特
に
英
語
圏
で
は
、

E
-
L
・
キ
l
ナ
ン
の
研
究

以
降
、
史
料
に
描
か
れ
た
「
専
制
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
背
後
に
あ
る
噴
習
、
諸
関
係
、
政
治
文
化
を
研
究
す
る
傾
向
が
あ
る
。
本
稿

で
紹
介
す
る
ナ
ン
シ
!
・
弘
・
コ
ル
マ
ン
「
名
誉
に
よ
る
結
合
i
近
世
ロ
シ
ア

紹

ン
は
、
に
お
け
る
国
家
と
社
会
』
も
そ
う
し
た
志
向
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
著
者
コ
ル
マ

キ
i
ナ
ン
に
師
事
し
、
一
九
八
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
親
族
関
係
と
政
治

(
片
言
h
p
e
a芯
丸
、
三
定
門
的
)
』
で
、
専
制
の
背
後
に
は
、
エ
リ
ー
ト
家
門
と
君
主

と
の
協
働
が
あ
り
、
両
者
の
聞
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
主
張

し
た
。
本
書
で
は
、
「
専
制
」
は
ど
の
よ
う
に
作
り
上
げ
ら
れ
、
機
能
し
た
か
と

い
う
前
作
の
開
題
関
心
が
引
き
継
が
れ
、
「
専
制
」
が
強
化
さ
れ
て
い
く
と
さ
れ

て
い
る
一
六

一
七
世
紀
ロ
シ
ア
社
会
の
実
態
が
、
文
化
史
の
観
点
か
ら
検
討
さ

れ
て
い
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
本
書
執
筆
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
門
地
制
の
解
釈
で
あ
る
。

門
地
制
は
、
家
門
の
名
誉
♀
2
ぺ
(
家
門
の
伝
統
、
軍
事
勤
務
、
家
門
内
で
の
序

列
)
に
応
じ
て
エ
リ
ー
ト
層
の
序
列
を
決
め
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
門
地
制

つ
ま
り
エ
リ
ー
ト
層
の
結
集
を
阻
害
し
た
の
か
、
そ

の
意
義
に
つ
い
て
の
問
題
、

れ
と
も
君
主
の
任
命
権
を
制
約
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、

エ
リ
ー
ト
層
に
対
す

る
君
主
の
影
響
力
や
専
制
を
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
と
藍
結
す

る
。
著
者
は
、
門
地
制
の
土
台
で
あ
っ
た
名
誉
に
注
目
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
問

題
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
但
し
、
本
書
で
著
者
は
、
門
地
制
に
お
け
る
名

の
問
題
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
で
名
挙
一
一
日
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
機
能

し
た
か
と
い
う
問
題
に
ま
で
視
野
を
広
げ
て
い
る
。
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名
誉
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
近
世
ロ
シ
ア
の
新
た
な
像
の
提
示
に
結
び
つ
く
。

従
来
、
近
世
ロ
シ
ア
は
、
超
越
的
な
専
制
君
主
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
形
成
さ

れ
、
行
政
・
官
僚
組
織
が
整
備
さ
れ
た
中
央
集
権
国
家
の
形
成
期
と
考
え
ら
れ
て

そ
の
よ
う
な
専
制
君
主
を
中
心
と
し
た
中
央
集
権
国
家
が
、
拡

大
し
て
い
く
多
様
な
国
土
を
統
合
し
、
戦
争
な
ど
に
よ
る
荒
廃
と
い
う
問
題
に
対

き
た
。
そ
し
て
、

処
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
著
者
は
「
名
誉
」
と
い
う
文
化
的

概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
社
会
秩
序
形
成
や
社
会
統
合
と
中
央
集
権
的
支
配
と
の

関
係
の
中
に
、
民
衆
の
自
発
的
・
自
律
的
な
行
為
や
、
支
配
と
合
意
の
関
係
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
近
世
ロ
シ
ア
社
会
で
は
支
配
者
と
被
支
配
者
の
相
互
作

用
・
合
意
形
成
が
意
味
を
持
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

著
者
が
名
誉
と
い
う
概
念
を
使
い
、
社
会
を
分
析
す
る
際
に
重
視
し
て
い
る
の



西洋史論集

は
、
近
年
の
文
化
史
研
究
で
利
用
さ
れ
る

と
い
う
過
程
で
あ
る
。
著
者
の
見
解
に
よ
る
と
、
国
家
や
民
衆
は
自
己
弁
護
・
白

a
R
C己
吋
詰
と
実
践
℃

E
Mー目的」

日
利
益
追
求
の
目
的
で
名
誉
一
一
一
一
口
説
を
利
用
し
た
。
そ
し
て
、
名
誉
に
関
す
る

説
」
が
裁
判
や
門
地
訴
訟
に
お
い
て
人
々
に
よ
っ
て
「
実
践
」
さ
れ
、
ま
た
国
家

統
治
の
際
に
支
配
者
に
よ
っ
て

が
「
実
践
」
さ
れ
る
こ
と
で
、
社
会
と

い
う
ま
と
ま
り
が
作
り
出
さ
れ
、
社
会
秩
序
が
構
築
さ
れ
、
専
制
君
主
を
中
心
と

し
た
支
配
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
章
第
一
章

名
誉
と
い
う
文
化
的
概
念

家
父
長
制
制
の
実
態

第第

名
誉
の
実
践

第
四
章

エ
リ
ー
ト
層
に
お
け
る
名
誉

第
五
章

専
制
へ
の
統
合
の
戦
略

世
間
空
ハ
童
ι

結
論

絶
対
主
義
国
家
へ

名
誉
の
持
続

本
書
は
六
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
第

に
お
い
て
、
名
誉
概
念

の
起
源
と
変
化
、
そ
し
て
当
時
に
お
け
る
名
誉
が
定
義
さ
れ
、
第
二

て
、
家
父
長
制
的
社
会
に
お
け
る
名
誉
の
利
用
と
実
社
会
へ
の
影
響
が
分
析
さ
れ

に
お
い

て
い
る
。
第
一
一
一
章
で
は
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
名
誉
を
め
ぐ
る
裁
判
の
意
義
と

役
割
が
分
析
さ
れ
、
名
誉
を
「
実
践
」
す
る
こ
と
に
よ
り
社
会
が
形
成
さ
れ
、
社

会
と
国
家
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
第
四
章
以
下
で
は
、

国
家
支
配
に
論
点
が
移
動
し
、
第
四
章
で
は
、
エ
リ
ー
ト
家
内
の
名
誉
の
一
部
で

あ
っ
た
門
地
制
の
意
義
と
役
割
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
第
五
章
で
は
、
国

家
が
名
誉
に
関
す
る
文
化
・
儀
礼
・
慣
習
を
利
用
し
て
、
支
配
の
戦
略
と
政
治
的

統
合
を
進
め
る
過
程
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
第
六
章
で
は
、
門
地
制
廃
止
の
背
後

に
あ
る
政
治
的
・
社
会
的
変
化
と
そ
の
要
因
を
探
る
こ
と
で
、
国
家
支
配
の
あ
り

方
の
変
化
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
本
書
の
重
要
な
論
点
で
も
あ
り
、

ロ
シ
ア
史
研
究
に
お
い
て
も
大
き
な
意
義
を
持
つ
で
あ
ろ
う
、
名
誉
に
関
す
る
二

つ
の
論
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
本
書
を
紹
介
す
る
。
ま
ず
、
第
一
点
目
は
名
誉
の
一
言

説
と
そ
の
実
践
に
つ
い
て
で
あ
る
。
上
か
ら
与
え
ら
れ
た
一
言
説
を
、
民
衆
は
自
身

ら
の
利
益
の
た
め
に
自
律
的
に
実
践
し
た
。

そ
の
民
衆
の
実
践
を
明
ら
か
に
す
る

一
方
的
で
抑
圧
的
な
支
配
と
い
う
見
方
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
点
目
は
、
名
誉
と
国
家
に
よ
る
社
会
統
合
や
支
配
と
の

94 

こ
と
に
よ
り
、

関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
名
誉
を
通
じ
て
、
国
家
は
社
会
統
合
を
行
い
、
専
制
君

主
を
中
心
と
し
た
支
配
体
制
を
作
り
上
げ
た
。
そ
の
過
程
に
注
目
す
る
こ
と
で
、

「
専
制
体
制
」
は
上
か
ら
の
抑
圧
的
な
体
制
と
し
て
構
築
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

ツ
ア

l
リ
と
エ
リ
ー
ト
層
の
協
働
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
ニ
節
に
分
け
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

名
誉
の
言
説
と
実
践

(
一
)
名
誉
の
一
言
説

個
人
の
名
誉
を
保
護
す
る
制
度
や
法
は
、

一
六
世
紀
中
頃
に
現
れ
る
。

キ
コ二



フ
・
ル

l
シ
の
時
代
か
ら
す
で
に
、
名

損

。
立
含
や
恥
∞

5
5、

印

O
『

O

B
、∞

5
5
0
g
に
つ
い
て
一
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、

一
六
世
紀
か
ら
は
、

そ
う

し
た
諸
概
念
は
名
誉
回
忌

2
ぺ
、
名
挙
一
間
接
損

Z
R
y
gぺ
ぬ
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
に
統
一
さ

れ
、
法
政
(
に
お
い
て
名
誉
殻
損
に
対
す
る
処
罰
や
補
償
な
ど
が
整
備
さ
れ
た
。
ま

た
、
身
体
的
攻
撃
の
み
な
ら
ず
、
言
葉
に
よ
る
攻
撃
、
侮
辱
も
名
誉
一
殻
損
の
対
象

一
六
世
紀
以
降
、
国
家
は
名
誉
一
や
名
誉
援
損
の
閉

そ
の
結
果
名
誉
は
倫
理
的
観
念
で
あ
る
と
と
も

に
、
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
個
々
人
の
性
質
と
な
っ
た
。
後
述
す
る
が
、
こ
の

に
含
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

題
に
、
法
を
通
じ
て
介
入
し
、

名
誉
を
巡
る
問
題
は
、
個
々
人
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
共
同
体
の
問
題

と
し
て
も
捉
え
ら
れ
た
。
著
者
は
、
こ
の
変
化
を
一
六
世
紀
に
お
け
る
社
会
的
緊

介

張
や
混
乱
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
。
国
土
の
拡
大
や
既
存
の
地
域
社
会
の
崩

紹

壊
(
農
民
農
奴
化
の
進
行
や
戦
争
に
よ
る
荒
廃
な
ど
)
と
い
っ
た
社
会
の
構
造
が

変
動
し
て
い
く
状
況
の
中
で
、
国
家
に
は
社
会
的
安
定
性
を
構
築
す
る
必
要
が
、

個
々
人
に
は
自
身
の
社
会
的
地
伎
を
守
る
必
要
が
あ
り
、
社
会
秩
序
や
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
を
形
成
す
る
仕
組
み
と
し
て
名
誉
が
用
い
ら
れ
始
め
た
。

但
し
「
名
品
晶
一
己
と
い
う
一
言
葉
は
同
時
代
の
法
典
や
訴
訟
文
書
に
出
て
く
る
も
の

の
、
同
時
代
の
叙
述
史
料
の
中
で
は
そ
の
内
容
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た

め
、
同
時
代
の
人
々
が
名
誉
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
は
、
法
文
書
や
訴
訟

か
ら
推
測
す
る
し
か
方
法
が
な
い
。
名
誉
と
い
う
概
念
が
こ
れ
ま
で
十
分
に
注
目

さ
れ
ず
、
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
も
こ
の
点
に
あ
る
と
言
え
る
。

名
誉
や
名
誉
殻
損
の
内
容
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
道

徳
的
な
教
訓
録
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
も
明
確
に
名
誉
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
が
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
著
者
は
、
教
会
の
様
々

な
教
訓
・
訓
戒
を
通
じ
て
、
同
時
代
に
お
け
る
名
挙
一
一
回
の
内
容
を
考
察
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
教
会
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
教
訓
全
体
に
、
家
父
長
制
的
精
神

と
禁
欲
的
な
正
教
理
念
が
通
底
し
て
お
り
、
宗
教
的
側
面
で
は
敬
虚
さ
、
信
仰
深

さ
、
慈
悲
深
さ
が
、
世
俗
的
側
面
で
は
、
従
順
、
謙
遜
、
貞
潔
(
特
に
女
性
の
貞

潔
)
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
家
庭
の
理
想
像
を
提
示
す
る
『
ド
モ
ス
ト
ロ

イ
ロ
。
B
S守
三
(
家
庭
訓
こ
で
は
、
特
に
家
族
や
共
同
体
の
平
和
、
社
会
的
ヒ

エ
ラ
ル
キ
!
・
安
定
性
の
保
持
な
ど
も
称
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
会
的

理
念
と
家
父
長
制
的
精
神
が
名
誉
概
念
の
土
台
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
土
台
の
上
で
名
誉
概
念
は
、
名
誉
を
め
ぐ
る
裁
判
の
過
程
で
具
体
化
さ
れ
、

明
示
さ
れ
て
い
く
。

名
誉
内
容
の
具
体
化
に
お
い
て
は
、
各
種
の
共
同
体
の
秩
序
形
成
と
い
う
下
か

ら
の
動
き
と
中
央
集
権
的
支
配
を
志
向
す
る
上
か
ら
の
働
き
か
け
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
。
裁
判
で
名
誉
按
損
と
認
め
ら
れ
た
内
容
は
、
共
同
体
を
乱
す
不
法

な
行
為
(
私
的
裁
判
、
役
人
に
対
す
る
無
礼
、
調
停
へ
の
不
服
従
、
裁
判
所
で
の

喧
嘩
、
偽
り
の
起
訴
な
ど
て
家
族
へ
の
侮
辱
(
家
族
へ
の
性
的
侮
辱
、
侮
辱
的

な
噂
)
、
社
会
的
立
場
へ
の
侮
辱
(
貴
族
ぎ
耳
目
が
「
小
士
族
骨
片
山

95 

ぴ。一mw
吋
'

由
主
命
」
と
呼
ば
れ
る
な
ど
)

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
名
誉
は
個
人
で
は
な
く
、
共
同

体
や
家
族
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
名
誉
を
め
ぐ
る
裁
判
は
、
共
同
体
や
家
族
共
属
意
識
の
形
成
と
そ
の
安
定
化

に
寄
与
し
た
。
他
方
で
、
名
誉
一
を
め
ぐ
る
裁
判
を
通
じ
、
国
家
は
、
国
家
全
体
が

ツ
ア

i
リ
を
中
心
と
す
る
名
誉
を
共
有
す
る
共
間
体
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が

そ
の
こ
と
を
中
央
集
権
問
家
形
成
に
利
用
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後

で
き
、

述
す
る
。



こ
の
よ
う
に
名
誉
は
、
家
父
長
制
的
精
神
と
禁
欲
的
な
正
教
理
念
を
基
礎
に
し

つ
つ
、
具
体
的
状
況
の
な
か
で
、
支
配
者
側
と
被
支
記
者
側
の
必
要
に
合
わ
せ
て

内
容
が
決
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(
ニ
)
名
誉
の
実
践

名
誉
は
、
社
会
の
秩
序
形
成
に
も
寄
与
し
た
。
従
来
は
、
国
家
が
家
父
長
制
を

も
と
に
し
て
社
会
秩
序
を
形
成
し
た
と
い
う
国
家
か
ら
の
視
点
に
基
づ
く
見
解
が

支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
著
者
は
名
誉
に
関
す
る
民
衆
の
自
己
弁
護
や
裁
判
の
利
用
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を
調
べ
る
こ
と
で
、
民
衆
の
側
か
ら
の
主
体
的
な
社
会
秩
序
形
成
を
見
出
し
て
い

る
。
裁
判
に
お
い
て
、
人
々
は
、
教
会
や
国
家
が
提
佐
川
す
る
名
誉
と
い
う
概
念
を

利
用
し
て
、
最
大
限
に
自
身
の
利
益
を
得
ょ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
社

会
秩
序
の
形
成
に
結
び
つ
い
た
。
そ
の
明
瞭
な
事
例
で
あ
る
の
が
、
女
性
の
名
挙
一
一
同

を
め
ぐ
る
裁
判
と
そ
こ
で
の
自
弓
弁
護
で
あ
る
。

家
父
長
制
の
も
と
で
は
、
女
性
に
対
す
る
支
配
や
管
理
は
社
会
や
家
躍
を
安
定

さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
男
性
に
は
女
性
を
連
切
に
支
配
す
る
責

務
が
あ
り
、
女
性
の
不
道
徳
な
振
る
舞
い
は
管
理
す
る
責
務
の
あ
る
男
性
の
過
失

と
み
な
さ
れ
た
。
同
様
に
、
女
性
に
対
す
る
性
的
侮
辱
や
中
傷
は
、
そ
の
女
性
に

責
任
あ
る
男
性
へ
の
侮
辱
と
直
結
し
、
女
性
の
名
誉
や
評
判
の
高
さ
は
男
性
の
名

誉
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
特
に
エ
リ
ー
ト
層
に
と
っ
て
、
家
族
の
名
誉

や
評
判
は
、
自
身
の
社
会
的
地
位
に
影
響
す
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
家
門
に
属

す
る
女
性
の
名
誉
を
守
る
こ
と
は
緊
急
の
問
題
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
女
性
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
結
婚
に
よ
っ
て
家
門
同
士
の
同
盟
関
係
が
作
ら

れ
、
家
門
の
政
治
的
影
響
力
が
強
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
女
性
の
名
誉
は
、
家
父
長
制
的
な
規
範
の
強
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
。
家
父
長
制
的
考
え
方
や
正
教
的
理
念
の
も
と
で
は
、
概
し
て
女
性
は
蔑

視
・
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
家
父
長
制
の
も
と
で
あ
っ
て
も
女
性

に
は
限
定
的
に
独
自
の
価
値
と
有
益
さ
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
範
囲
に
お
い

て
、
女
性
は
自
己
の
名
誉
一
を
主
張
し
、
昌
己
利
益
を
引
き
出
す
こ
と
が
出
来
た
。

女
性
が
自
身
の
利
益
を
引
き
出
す
た
め
に
家
父
長
制
的
な
規
範
を
利
用
し
た
こ
と

で
、
さ
ら
に
家
父
長
制
的
な
規
範
は
正
当
な
も
の
と
し
て
明
示
さ
れ
、
さ
ら
に
強

化
さ
れ
た
。

女
性
の
名
誉
一
一
同
の
中
で
特
に
重
視
さ
れ
た
の
は
貞
潔
、
純
潔
で
あ
り
、

守
る
こ
と
は
社
会
秩
序
安
定
の
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

そ
れ
ら
を

六
八
七
年

に
モ
ス
ク
ワ
で
起
き
た
強
姦
事
件
は
、
一
二
つ
の
点
で
注
目
に
値
す
る
と
著
者
は
指

摘
す
る
。
そ
の
事
件
は
、
勤
務
人
で
あ
る
男
性
が
、
従
者
に
命
じ
て
、
未
婚
の
若

い
女
性
を
だ
ま
し
、
家
に
お
び
き
寄
せ
、
強
姦
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
で
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は
、
従
者
は
家
族
と
と
も
に
シ
ベ
リ
ア
に
追
放
さ
れ
、
強
姦
を
計
画
・
実
行
し
た

勤
務
人
は
、
被
害
者
の
名
誉
あ
る
結
婚
の
可
能
性
を
失
わ
せ
た
と
判
断
さ
れ
、
彼

女
の
み
な
ら
ず
、
彼
女
の
母
に
対
し
五

0
0
ル
ー
ブ
ル
払
う
よ
う
に
命
じ
ら
れ

た
。
著
者
が
注
目
す
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
事
件
は
君
主
(
イ
ヴ
ァ
ン
五
世
と

ピ
ョ

i
ト
ル
一
世
の
共
同
統
治
、
摂
政
ソ
フ
ィ
ア
)

の
御
前
で
判
決
が
下
さ
れ
、

被
告
を
厳
罰
に
処
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
君
主
が
ど
の
程
度
裁
判
に
関
わ
っ
て
い

る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
事
件
は
当
時
の
有
力
者
た
ち
に
と
っ

て
凶
悪
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
君
主
の
御
前
で
判
決
が
出
さ
れ
る
ほ
ど
重
視
さ
れ

た
。
第
二
に
、
被
告
は
原
告
よ
り
社
会
的
地
位
や
富
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
彼
の
証
言
(
女
性
が
快
く
了
解
し
た
、
女
性
が
嘘
を
つ
い
た
な
ど
)
は
却
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下
さ
れ
、
原
告
や
目
撃
者
の
証
言
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
点
で
あ
る
。

常
一
口
を
う
け
た
女
性
だ
け
で
な
く
、
女
性
の
母
に
も
補
留
が
な
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

一
に
、
被

こ
こ
か
ら
、
女
性
の
純
潔
の
問
題
は
当
時
の
社
会
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
問
題

と
し
て
扱
わ
れ
、
被
害
者
は
加
害
者
の
社
会
的
地
位
の
高
さ
や
財
力
に
関
係
な

く
、
訴
え
、
勝
訴
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
名
誉
殻
損
の
補
償
は
個
人
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
に
対
し
て
も
な

さ
れ
、
名
挙
一
一
同
の
問
題
は
、
家
族
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、
名
誉
を
め
ぐ
る
裁
判
と
い
う
「
実
践
」
を
通
じ
て
、
社
会
秩
序
の
構
築
が
進

め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
女
性
は
、
自
ら
の
立
場
を
逆
手
に
と
り
、
積
額
的
に
男
性
を
侮
辱
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
結
婚
式
で
不
蝶
な
振
る
舞
い
を
し
た
女
性

が
、
帰
宅
す
る
よ
う
に
教
会
輔
祭
に
促
さ
れ
た
こ
と
を
不
服
に
思
い
、
そ
の
仕
返

し
と
し
て
、
そ
の
輔
祭
か
ら
結
婚
式
の
帰
り
道
で
強
姦
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
訴

え
た
例
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
女
性
の
訴
え
に
よ
っ
て
(
そ
れ
が
事
実
か
ど
う
か

関
係
な
く
)
輔
祭
の
名
誉
は
傷
つ
け
ら
れ
、
自
身
の
名
誉
を
守
る
た
め
に
輔
祭
は

さ
ら
に
総
主
教
に
嘆
願
し
た
。
こ
の
裁
判
の
た
め
に
、
原
告
が
女
性
の
嘘
を
あ
ば

く
た
め
の
自
撃
者
を
つ
れ
て
き
た
こ
と
は
記
録
上
確
認
で
き
る
が
、
裁
判
の
顛
末

は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
女
性
の

(
真
一
偽
不
明
の
)
訴
え
に
よ
り
輔
祭
の
名

そ
れ
を
守
る
た
め
に
彼
は
新
た
に
訴
訟
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
身
体
的
に
被
害
に
あ
っ
て
い
な
く
て
も
、

誉
は
傷
つ
け
ら
れ
、

性
的
に
侮
辱
的
な
発
一
一
言
、
が
さ
れ
た
場
合
や
噂
さ
れ
た
場
合
に
も
訴
訟
は
起
こ
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
女
性
は
自
身
の
立
場
が
脅
か
さ
れ
た
際
、
家
父
長
制
的

な
規
範
を
逆
手
に
と
り
、
白
出
身
の
貞
摸
や
純
潔
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
と
主
張
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
誉
一
般
損
で
訴
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
名
誉
殻
損
を
め
ぐ
る
裁
判
は
、
家
父
長
制
的
な
価
値
規
範
を
構
築

し
、
そ
の
価
値
規
範
の
正
当
性
を
共
同
体
に
顕
示
し
た
。
ま
た
、
女
性
の
自
己
弁

護
も
家
父
長
制
的
な
論
理
に
則
り
、
そ
の
範
囲
で
の
女
性
の
徳
や
正
当
性
を
提
示

し
、
そ
こ
か
ら
自
己
弁
護
の
根
拠
を
引
き
出
し
た
。
そ
し
て
、
女
性
が
法
を
用
い

て
自
己
弁
護
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
家
父
長
制
的
な
規
範
の
中
で
の
女
性
の
立
場
・
役

そ
れ
が
正
当
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
強
化
さ
れ
た
の

割
・
美
徳
が
明
確
に
さ
れ
、

で
あ
る
。

ま
た
、
女
性
の
名
誉
に
関
す
る
裁
判
の
場
合
、
被
害
に
あ
っ
た
女
性
自
ら
が
原

に
な
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
女
性
の
庇
護
者
で
あ
る
男
性
(
主

に
親
族
の
男
性
)
に
よ
っ
て
、
女
性
の
名
誉
殻
損
が
訴
え
ら
れ
、
彼
女
の
名
誉
は

保
護
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
、
被
害
者
で
あ
る
女
性
だ
け
で
は
な
く
、
庇
護
者
で
あ

る
男
性
も
ま
た
補
償
を
受
け
取
っ
た
。
男
性
の
庇
護
者
が
い
な
い
場
合
、
女
性
は

自
分
で
訴
え
を
起
こ
し
た
が
、
そ
の
際
に
は
彼
女
の
属
す
る
共
同
体
が
訴
え
を
裏

付
け
る
よ
う
な
証
言
を
し
、
援
護
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
訴
訟
の
判
決
で
は
、
原

告
・
被
告
の
訴
え
だ
け
で
は
な
く
、
共
同
体
の
人
々
に
よ
る
証
言
が
重
視
さ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
普
段
か
ら
の
共
同
体
で
の
立
場
、
振
る
舞
い
が
自
己
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利
益
の
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
。

加
え
て
、
個
人
の
利
援
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
共
同
体
の
公
共
の
利
益
の
た

め
に
も
侮
辱
や
名
挙
一
一
同
の
訴
訟
は
用
い
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
一
六
八
三
年
に
役
人
に

よ
っ
て
私
生
児
の
調
査
が
行
わ
れ
た
際
、
あ
る
男
が
、
未
婚
の
母
を
妹
に
持
つ
兄

に
対
し
て
、
近
親
相
姦
の
関
係
を
持
っ
た
と
公
共
の
場
で
非
難
し
た
。
そ
し
て
多

く
の
自
撃
者
た
ち
が
そ
の
性
的
侮
辱
を
裏
付
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
兄
は
名
誉
一
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強
損
で
訴
え
、
自
身
の
不
道
徳
な
張
る
舞
い
に
関
す
る
嫌
疑
を
公
の
場
で
否
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
共
同
体
の
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
と
み
な
さ
れ
た
場
合

(
例
え
ば
私
生
児
な
ど
て
公
の
場
で
攻
撃
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
侮
辱
を

通
じ
て
共
同
体
の
規
範
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
侮
辱
は
、
た
と

え
そ
れ
が
後
に
根
拠
が
な
い
と
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
公
共
の
場
で
言

わ
れ
た
時
点
で
、
そ
の
人
へ
の
侮
辱
と
し
て
影
響
力
を
持
っ
た
。
人
々
は
、
侮
辱

や
訴
訟
を
通
じ
て
、
共
同
体
内
の
規
範
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
共
同
体
の
人
々
は
規
範
を
示
す
た
め
に
侮
辱
や
訴
訟
を
利
用
し
た
と
一
一
一
一
口
う
こ

と
が
で
き
る
。
著
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
リ
パ
リ
と
比
較
し
て
、
近
世
モ
ス
ク

ワ
で
は
、
共
同
体
の
規
範
を
作
り
、
教
化
す
る
シ
ャ
リ
パ
リ
の
よ
う
な
儀
式
は
存

在
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
名
挙
一
一
口
援
損
に
関
す
る
裁
判
は
そ
れ
と
同
等
の
役
割
を
果

た
し
、
公
に
名
誉
殻
損
の
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
で
共
同
体
の
規
範
を
明
確
に
し
、

保
持
し
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
著
者
は
、
自
発
的
な
シ
ャ
リ
パ
リ
が

な
く
、
行
政
に
頼
る
か
た
ち
で
共
同
体
秩
序
を
作
っ
た
モ
ス
ク
ワ
社
会
を
単
純
に

受
動
的
で
、
不
活
発
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
理
論
や

手
段
を
民
衆
の
側
が
意
識
的
に
自
己
利
益
の
た
め
に
利
用
し
、
「
実
践
」
し
、
そ

の
結
果
、
社
会
的
規
律
化
が
進
ん
だ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

(
三
)
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
外
要
素

こ
の
よ
う
に
、
名
誉
を
め
ぐ
る
裁
判
は
民
衆
側
の
告
発
的
な
利
用
に
よ
っ
て
、

家
父
長
制
的
文
化
規
範
の
浸
透
、
そ
し
て
社
会
的
規
律
化
を
も
た
ら
し
た
。
だ

が
、
そ
う
し
た
裁
判
に
お
い
て
は
「
裁
判
外
」
の
要
素
も
社
会
的
機
能
を
も
ち
、

意
識
的
に
そ
れ
が
利
用
さ
れ
た
。

モ
ス
ク
ワ
国
家
で
は
紛
争
や
社
会
的
緊
張
の
解
決
方
法
は
、
国
家
の
役

人
が
関
与
し
、
「
ツ
ア

l
リ
の
名
で
行
わ
れ
る
」
裁
判
で
あ
り
、
私
的
裁
判
や
私

闘
は
法
で
厳
重
に
禁
止
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
同
体
内
で
の
紛
争
解
決
は
、
民

ま
ず
、

衆
の
活
発
で
自
律
的
な
活
動
と
い
う
よ
り
は
、
国
家
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
よ

う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
裁
判
の
過
程
を
み
て
い
く
と
、
裁
判
制
度
や
判
決
が
重
要
で
あ
っ
た

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
裁
判
の
「
儀
式
」
と
し
て
の
側
面
や
、
裁
判
外
で
の
や
り

と
り
な
ど
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
裁
判
は
、
多
く
の
場
合
、
裁

判
所
で
最
終
的
な
判
決
が
出
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
の
点
を
単

な
る
史
料
の
欠
落
で
は
な
く
、
訴
訟
を
起
こ
し
た
後
、
裁
判
外
で
平
和
的
な
解
決

が
な
さ
れ
て
い
た
証
拠
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
派
閥
や
家
門
、
パ

ト
ロ
ン
関
係
と
い
っ
た
共
同
体
内
で
の
人
的
関
係
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

人
々
は
、
明
確
に
判
決
を
出
す
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と

で
、
問
題
提
起
し
、
様
々
な
人
的
関
係
を
通
じ
て
交
渉
を
行
い
、
合
意
を
形
成
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
が
関
わ
る
裁
判
す
ら
も
共
同
体
内
の
相
互
交
流
の
手
段

の
一
つ
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
裁
判
は
、
法
に
よ
っ
て
紛
争
状
態
を
解
決
す
る
手
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む
し
ろ
公
の
場
で
問
題
提
起
す
る
手
段
や
秩
序
を
明

確
に
示
す
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
、
共
同
体
秩
序
は
安
定
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
人
々
は
裁
判
と
い
う
場
を
共
同
体
秩
序
形
成
や
安
定
の
た
め
に
利
用
し
、

紛
争
状
態
は
、
伝
統
的
な
共
同
体
の
様
々
な
人
的
関
係
を
通
じ
て
、
柔
軟
に
解
決

段
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

さ
れ
た
の
で
あ
る
。



名
誉
と
社
会
統
合
、

専
制
支
配

(
ご
名
誉
と
社
会
統
合

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
民
衆
の
側
は
国
家
が
提
示
す
る
法
や
規
範
を

意
識
的
に
受
容
・
利
用
し
、
そ
の
結
果
名
誉
は
社
会
的
影
響
力
を
も
ち
、
社
会
的

規
律
化
を
進
め
た
。
し
か
し
、
名
挙
一
一
日
は
単
に
社
会
秩
序
を
形
成
し
た
だ
け
で
は
な

く
、
国
家
に
よ
る
社
会
統
合
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
義
を
持
っ
た
。
従
来
の
研
究

で
は
、
社
会
統
合
を
論
じ
る
際
に
は
、
超
越
的
な
権
限
を
も
っ
専
制
君
主
が
多
様

な
社
会
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

介

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
一
五
世
紀
末
に
生
ま
れ
、

一
六
世
紀
に
宗
教
的
著
作
を
通
じ

総

て
強
化
さ
れ
、
宮
廷
儀
式
で
も
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
著
者
に
よ
る
と
、
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
後
代
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
反
映
し
て
お
り
、
当
時
の
社
会
統
合
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た

し
た
の
は
、
君
主
、
臣
下
、
員
衆
が
と
も
に
神
の
僕
で
あ
る
と
い
う
正
教
的
な

「
神
の
僕
の
共
同
体
」
と
い
う
理
念
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
補
足
し
た
の

が
、
名
誉
の
吾
一
口
説
・
慣
習
・
実
践
だ
っ
た
。
名
誉
を
も
っ
と
さ
れ
た
の
は
、
正
教

徒
や
ロ
シ
ア
人
だ
け
で
な
く
、
非
正
教
徒
や
外
国
人
を
含
む
全
て
の
人
々
で
あ
っ

た
が
ゆ
え
に
、
名
誉
は
、
近
世
ロ
シ
ア
の
共
同
体
や
国
家
を
統
合
す
る
基
盤
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
地
方
で
、
名
誉
は
ツ
ァ
!
リ
を
中
心
と
し
た
秩
序
形
成
の
た

め
に
も
用
い
ら
れ
た
。

ツ
ア

1
リ
自
身
を
名
誉
一
の
源
泉
と
す
る
こ
と
で
、
彼
の
支

配
の
正
当
性
・
神
聖
性
は
裏
付
け
ら
れ
た
。

ツ
ア

1
リ
に
近
い
ほ
ど
名
誉
が
あ
る

も
の
と
さ
れ
、
裁
判
の
賠
償
金
額
も
名
誉
の
度
合
い
に
比
例
し
、

そ
の
差
に
よ
っ

て
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
形
成
・
可
視
化
さ
れ
た
。
ま
た
、

ツ
ア

l
リ
の
代
理

人
や
ツ
ァ

i
リ
の
名
は
、

ツ
ア

l
リ
の
名
誉
を
体
現
し
、
裁
判
・
官
庁
組
織
に
正

ツ
ア

l
リ
は
名
誉
を
利
用
す
る
こ

当
性
と
神
聖
性
を
付
与
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

と
で
支
配
に
適
し
た
社
会
秩
序
を
形
成
し
、
安
定
さ
せ
た
。

(
ニ
)
名
誉
を
通
じ
た
ツ
ァ

i
リ
・
エ
リ
ー
ト
関
係
の
構
築
門
地
訴
訟

エ
リ
ー
ト
層
も
、
民
衆
と
同
様
に
自
身
の
名
誉
を
主
張
で
き
た
が
、
し
か
し
エ

リ
ー
ト
層
だ
け
は
門
地
訴
訟
に
よ
っ
て
そ
の
名
誉
を
主
張
し
、
高
め
る
こ
と
が
で

き
た
。
す
な
わ
ち
、
エ
リ
ー
ト
層
は
、
家
柄
と
勤
務
経
歴
を
根
拠
に
、
自
分
自
身

と
自
身
の
家
門
の
優
位
性
を
主
張
し
、
軍
事
勤
務
の
序
列
に
不
服
を
申
し
立
て
、

任
命
を
無
効
と
す
る
裁
判
を
起
こ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

本
書
で
、
著
者
は
門
地
訴
訟
の
ニ
つ
の
側
面
に
注
話
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
門
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地
訴
訟
が
新
た
な
家
門
を
統
合
し
、

エ
リ
ー
ト
層
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
形
成
し
た

側
面
と
、
門
地
訴
訟
を
通
じ
て
、

権
力
が
強
化
さ
れ
た
側
面
で
あ
る
。

ま
ず
、
門
地
訴
訟
は
、

エ
リ
ー
ト
層
と
の
相
互
関
係
の
中
で
、
君
主
の

エ
リ
ー
ト
層
の
み
の
特
権
で
あ
る
と
同
時
に
、
紛
争
解

決
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。

モ
ス
ク
ワ
国
家
で
は
、

エ
リ
ー
ト
層
で
あ
っ
て
も
、
私

障
や
決
闘
は
蔽
し
く
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
と
い
う
か
た
ち
で
紛
争
状
態
は
解

決
さ
れ
た
。
門
地
一
訴
訟
は
、

あ
っ
た
周
辺
諸
公
が
モ
ス
ク
ワ
国
家
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な
り
、

一
四
七

O
か
ら

五
一

O
年
に
一
五
々
半
{
日
立
的
で

そ
の
過
程
で
現

存
の
古
参
モ
ス
ク
ワ
貴
族
と
新
た
に
モ
ス
ク
ワ
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
た
周
辺

つ
ま
り
、

諸
公
と
の
間
の
序
列
が
問
題
視
さ
れ
た
と
き
、

拡
大
・
変
化
に
よ
っ
て
社
会
的
緊
張
が
高
ま
っ
た
時
期
に
発
達
し
た
。
著
者
に
よ

エ
リ
ー
ト
層
の
急
激
な



西洋史論集

る
と
、
門
地
制
は
、
政
府
へ
の
権
力
の
集
中
と
い
う
前
提
の
下
で
、
個
々
の
エ

リ
ー
ト
達
が
自
分
の
家
門
の
立
場
を
一
擁
護
す
る
た
め
、
ま
た
新
た
な
家
門
を
国
家

統
治
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
む
た
め
に
ヱ
リ

i
ト
層
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
発
展

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
門
地
制
は
、

エ
リ
ー
ト
層
の
自
己
利
益
追
求
の
手
段
と
し

て
発
畏
し
た
と
著
者
は
考
え
て
い
る
。

門
地
訴
訟
は
、
エ
リ
ー
ト
層
だ
け
で
は
な
く
、
君
主
の
側
に
よ
っ
て
も
統
治
の

た
め
に
利
用
さ
れ
た
。
著
者
は
、
一

O
七
六
件
の
門
地
訴
訟
の
事
例
を
調
べ
、
そ

の
利
用
の
さ
れ
方
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
ず
門
地
訴
訟
を
起
こ
し
て
勝
訴
と
い
う

判
決
が
出
さ
れ
た
事
例
は
わ
ず
か
一
%
(
一
四
件
)
で
あ
り
、
訴
訟
を
起
こ
し
た

後
、
裁
判
以
外
の
方
法
で
原
告
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
事
例
は
二
四
%
(
二
五
四

件
)
で
あ
る
。
裁
判
以
外
の
方
法
で
原
告
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
方
法
と
し
て

は
、
ツ
ア
!
リ
が
「
門
地
な
し
」
を
宣
言
す
る
方
法
、
軍
事
勤
務
の
任
命
を
や
り

直
す
方
法
、
ま
ず
は
軍
事
勤
務
に
就
か
せ
て
か
ら
、
勤
務
の
後
に
訴
訟
を
起
こ
さ

せ
る
方
法
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
場
合
エ
リ
ー
ト
家
門
の
序
列
だ
け
で
開
題
が
解
決

ツ
ア

1
リ
の
判
断
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
。
門
地
訴
訟

の
残
り
の
事
例
(
七
五
%
)
は
敗
訴
と
な
る
か
、
訴
訟
が
途
中
で
終
わ
っ
て
い

る
。
敗
訴
し
た
事
例
の
中
で
、
系
譜
録
や
勤
務
記
録
の
記
述
に
よ
っ
て
家
門
の
優

劣
が
決
め
ら
れ
て
判
決
が
出
さ
れ
た
の
が
一
五
%
で
、
残
り
の
八
五
%
は
系
譜
録

や
勤
務
記
録
の
審
議
は
行
わ
れ
や
す
、
多
く
の
場
合
ツ
ア

l
リ
に
よ
っ
て
判
決
が
出

さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
門
地
訴
訟
は
、
伝
統
に
則
っ
て
自
身
の
立
場
を
弁
護
す
る
機

会
を
エ
リ
ー
ト
層
に
提
供
す
る
と
同
時
に
、
君
主
が
権
力
を
行
使
す
る
場
で
も

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

あ
っ
た
。

但
し
、
門
地
訴
訟
に
対
す
る
君
主
の
決
定
権
は
決
し
て

エ
リ
ー
ト
層
の
自
律

的
な
特
権
を
盟
中
一
一
泊
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
著
者
は
、
君
主
権
力
の
行
使
は
一

方
的
で
は
な
く
、
状
況
に
合
わ
せ
て
、
柔
軟
に
、

エ
リ
ー
ト
層
と
合
意
を
形
成
し

て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
門
地
訴
訟
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、

ツ
ア

i
リ
の
判
断
で
訴
訟
の
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
っ
て
も
、
ツ
ア
ー

リ
の
一
方
的
な
判
決
と
い
う
よ
り
は
、
訴
訟
当
事
者
と
妥
協
し
た
判
決
で
あ
る
こ

と
が
多
い
。
例
え
ば
、
問
題
と
さ
れ
た
任
命
に
つ
い
て
、
後
の
門
地
争
い
に
は
参

照
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
す
「
門
地
な
し
」
の
宜
言
や
、
任
命
の
再
考
、
箪
事
作
戦

後
の
訴
訟
な
ど
で
ツ
ア

l
リ
は
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

ツ
ア
ー

リ
の
柔
軟
な
対
応
は
、
支
配
の
妨
げ
に
な
る
よ
う
な
長
引
く
訴
訟
や
エ
リ
ー
ト
層

内
の
長
期
の
紛
争
状
態
を
防
ぎ
、
社
会
の
安
定
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
、
門
地
訴

訟
権
を
等
し
く
保
有
す
る
こ
と
で
、

エ
リ
ー
ト
層
は
ひ
と
つ
の
グ
ル
!
プ
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
た
。

エ
リ
ー
ト
層
の
名
誉
と
深
く
結
び
つ
い
た
門
地
訴
訟
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つ
宇
品
り
ノ

は
、
ツ
ア
!
リ
の
保
護
の
下
、

エ
リ
ー
ト
層
の
統
合
お
よ
び
形
成
に
寄
与
し
た
。

ツ
ア
!
リ
の
影
響
力
を
示
し
、
権
力
を
強
化
す
る
機
会
に
も
な
っ
た
。

概
し
て
、
門
地
訴
訟
と
は
エ
リ
ー
ト
の
自
己
利
益
追
求
と
君
主
権
力
行
使
の
場
で

あ
り
、
両
者
の
相
互
作
用
の
場
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

(
一
ニ
)
支
配
の
た
め
に
名
誉
の
「
実
践
」

以
上
の
よ
う
に
名
誉
を
通
じ
て
社
会
統
合
が
進
め
ら
れ
、

ま
た
ツ
ア

l
リ
・
エ

リ
l
ト
関
係
が
築
か
れ
た
。
こ
れ
を
強
化
し
た
の
が
、
儀
式
や
儀
礼
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
名
誉
は
可
視
化
さ
れ
、
そ
し
て
ツ
ア

l
リ
の
中
心
性
も
可
規
化
さ
れ

た
。
イ
ヴ
ア
ン
一
一
一
世
以
降
、
と
り
わ
け
一
六
・
一
七
世
紀
に
宮
廷
儀
礼
は
顔
繁
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
エ
リ
ー
ト
層
や
領
土
の
拡
大
に
よ
り
、
社



会
秩
序
が
不
安
定
に
な
っ
た
た
め
に
、
権
力
関
係
・
秩
序
を
明
示
し
、
人
々
を
統

合
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
著
者
は
説
明
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
宮
廷
儀
礼
は
ツ
ア

l
リ
と
エ
リ
ー
ト
層
の
協
働
関
係
を
一
不
し
、
か
つ
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
を
可
説
化
す
る
機
会
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
儀
式
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
示

す
だ
け
で
な
く
、
宮
廷
儀
礼
に
参
加
し
た
エ
リ
ー
ト
が
、
「
参
加
」
と
い
う
名
誉

を
得
る
機
会
に
も
な
っ
た
。

大
衆
も
ま
た
、
儀
式
に
よ
り
支
配
の
枠
組
み
に
組
み
込
ま
れ
た
。
行
幸
、
遠
征

ツ
ア

l
リ
は
貧
者
に
施
し
ゃ
恩
赦
を
与
え
る
こ
と
を
通
じ
て
「
神
の

の
過
程
で
、

僕
の
共
同
体
」
を
体
現
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
ツ
ア

1
リ
は
地
方
に
お
け
る
高
位

聖
職
者
と
食
事
を
と
も
に
す
る
こ
と
で
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
も
示
し
た
。
こ
の

介

よ
う
に
、
国
家
は
儀
礼
を
通
じ
て
、
名
誉
の
言
説
を
実
践
し
、

的
結
合
を
推
進
し
て
い
っ
た
。

そ
れ
に
よ
り
社
会

紹

国
家
は
、
こ
の
よ
う
に
支
配
に
欝
し
、
国
家
が
受
け
入
れ
う
る
範
囲
で
名
誉
を

利
用
す
る
こ
と
で
、
社
会
統
合
を
行
い
、
中
央
集
権
化
を
図
っ
た
と
著
者
は
結
論

づ
け
て
い
る
。

お

わ

り

に

概
し
て
、
本
書
は
、
名
誉
を
通
じ
て
モ
ス
ク
ワ
国
家
の
「
専
制
」
を
聞
い
蓋
し

て
い
る
。
支
配
さ
れ
る
民
衆
・
エ
リ
ー
ト
層
が
、
包
括
的
で
流
動
的
な
名
挙
一
一
口
と
い

う
離
念
を
利
用
し
て
、
自
己
利
益
を
追
求
し
、
ま
た
社
会
変
化
や
複
雑
化
の
中
で

生
じ
た
緊
張
状
態
・
危
機
的
状
態
を
解
決
し
た
と
い
う
見
解
は
、
抑
圧
的
で
一
方

的
な
「
専
制
」
国
家
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
従
来
の
見
解
に
再
考
を
促
す
も
の
で

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
名
誉
を
通
じ
て
、
多
様
な
社
会
を
、

ツ
ア

1
リ
を
中
心
に
し
た
国
家
に
統
合
し
た
と
い
う
見
解
も
重
要
で
あ
る
。
専
制

国
家
の
確
立
期
と
さ
れ
る
時
期
の
「
専
制
」
は
、
強
大
な
君
主
権
力
に
よ
る
支
配

と
い
う
よ
り
は
、
人
的
関
係
を
基
礎
に
も
ち
、

そ
の
つ
な
が
り
を
利
用
し
、
互
い

に
妥
協
・
協
調
し
あ
う
支
配
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
が
著
者
の
自
的
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
見
解
は
、

モ
ス
ク
ワ
国
家
の
実
態
、
「
専
制
」
そ
の
も
の
、

特
殊
性
を
今
後
研
究
す
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
本
書
で
は
、
一
七
世
紀
以
降
に
お
け
る
名
誉
の
内
容
や
慣
習

の
変
化
、
そ
し
て
絶
対
主
義
国
家
へ
の
変
貌
も
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
十
分

ロ
シ
ア
の

に
紹
介
で
き
な
い
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
時
代
的
変
化
の
背
後
に
は
、

エ
リ
ー
ト
層

の
側
に
は
勤
務
形
態
・
構
成
員
・
意
識
の
変
化
が
、

の
変
化
が
あ
り
、

の
側
に
は
権
力
の
性
質

ピ
ョ

i
ト
ル
時
代
に
向
け
て
国
家
の
あ
り
方
が
漸
進
的
に
変
化
ま
ず
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し
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
で
あ
る
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
軍
制
改
革
・
行
政
組
織
整
備
に
伴
っ
て
、
伝
統
的
な
エ
リ
ー
ト
層
の
存

在
意
義
が
危
機
に
晒
さ
れ
、
「
上
層
階
層

m
q
E
O
Q
R
Vよ
と
い
う
意
識
が
形
成
さ

れ
た
点
。
第
二
に
、
そ
れ
に
伴
い
新
た
な
エ
リ
ー
ト
膚
(
士
族
層
)
が
、
従
来
の

伝
統
的
な
エ
リ
ー
ト
層
と
は
異
な
っ
た
精
神
を
形
成
し
、
西
欧
か
ら
個
人
と
い
う

概
念
が
輸
入
さ
れ
、
宮
廷
エ
リ
!
ト
の
個
人
的
な
倫
理
や
徳
と
い
っ
た
考
え
が
伝

わ
っ
た
点
。
第
一
ニ
に
、
そ
れ
が
伝
統
的
・
家
父
長
制
的
概
念
を
基
礎
に
置
く
専
制

の
概
念
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
さ
ら
に
支
配
の
概
念
や
実
践
が
変
化
し
て
い
っ
た

点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
専
制
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
西
欧
の
絶
対
主
義
と
対
応

す
る
よ
う
な
発
畏
・
変
化
を
し
、

テ
ィ
ブ
だ
け
で
は
な
く
、

ロ
シ
ア
の
近
代
化
は
ツ
ア

1
リ
の
イ
ニ
シ
ア

エ
リ
ー
ト
層
と
の
相
互
作
用
の
中
で
、

エ
リ
ー
ト
層
と



西洋史論集

ツ
ア

l
リ
、
両
者
の
必
要
か
ら
発
展
し
た
。

著
者
の
見
解
は
、
全
体
と
し
て
従
来
の
専
制
像
に
対
し
批
判
的
で
あ
る
た
め

に
、
反
論
が
あ
る
。
特
に
、
民
衆
・
エ
リ
ー
ト
層
の
自
律
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
た

め
に
、
支
配
の
影
響
力
・
軍
事
的
強
制
力
・
意
図
な
ど
支
配
者
側
の
視
点
が
軽
視

さ
れ
て
い
る
点
は
、
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、

一
般
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
個
々
の
ツ
ア

l
リ
に
つ
い
て
、
特
に

強
い
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
発
揮
し
、
従
来
の
「
協
働
関
係
」
を
変
化
さ
せ
た

具
体
的
な
諸
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
専
制
の
背
後
に
あ
る

「
ツ
ア

1
リ」

ツ
ァ
!
リ
に
つ
い
て
、

「
協
働
関
係
」

の
変
化
・
機
能
・
笑
際
の
影
響
力
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

っ。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
専
制
」
を
多
魚
的
に
捉
え
車
し
、
民
衆
側
の
視
点
を
含
め

て
専
制
支
配
の
実
態
を
再
検
討
と
し
よ
う
と
し
た
本
書
の
試
み
は
、
大
変
貴
重
な

一
六
・
一
七
世
紀
の
ロ
シ
ア
政
治
史
・
社
会
史
・
文
化
史
研
究
に

も
の
で
あ
り
、

一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
る
。

、正(
1
)

同
出
者
向
吋
仏
「
阿
佐
巾
口
出
P

R

Z
己的
2
4
-
Z

司
O
]
{
片
山
門
出
}
明
。
}
}
内
羽
田

u
a
j
~耐震
M
N
Qミ

河
町
せ
な
明
色
、
品
切
(
凶
)
w
H
∞∞
A
Y
日)刀・

H
H日
ι
1
1
1

∞H
・

(
2
)

英
語
圏
に
お
け
る
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
言
句
岱
包
}
M
v
c
p

ペ
ヨ
巾
叫
，
g
p

出
}
U
0
5

冨

5
8
4
1
w

阿国
JN.HNPR

怜
も
な
可
む
な
G
S
M
S

勾
芸
的
札
口
お
お
む
お
礼
町
さ
、
号
泣
芯

同
町
札
口
三

ω
(
ω
)
w
N
C
C
N
W
同
)
℃
・
仏

alg-一
〈
同
}
巾
ユ
巾
〉
・

5

2

巾}出

o
p
E
Cコ
ポ
弓

R
F

ωo日
ロ
巾
印
唱
出
足
呂
田
宮
吋
山
口
出
-
豆
え
Y
C
仏
・
巧
}
戸
山
岳
、
吋
門
口
付
ゲ
出
ぎ
三
冨
5
2
4
1
J

5
広

W
3・お吋
j

邑
?
を
参
照
。

(
3
)

モ
ス
ク
ワ
国
家
の
貴
族

σ。
苫
話
は
、
西
欧
的
な
身
分
と
し
て
の
「
貴
族
」
で

は
な
く
、
官
位
と
し
て
の
貴
族
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
コ
ル
マ
ン
に
拠
れ
ば
、
大

公
に
助
一
言
・
接
近
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
特
権
的
で
あ
る
身
分
と
し
て
の
「
貴
族
」

に
値
す
る
集
団
は
あ
っ
た
。
コ
ル
マ
ン
は
本
書
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
集
団
を

示
す
一
言
葉
と
し
て
包
洋
目
的
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
本
稿
で
は
本
書
の
記
述
に

別
り
、
か
っ
、
西
欧
の
身
分
的
な
集
留
を
意
識
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考

慮
し
、
エ
リ
ー
ト
謄
と
記
す
。
日
本
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
身
分
制
に
つ
い
て
の
研

究
は
、
栗
生
沢
猛
夫
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
「
身
分
制
」
お
よ
び
「
封
建
制
」
の
問

題
i
「
近
世
」
ロ
シ
ア
の
閣
制
理
解
の
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
|
」
「
前
近
代
ロ

シ
ア
史
研
究
の
諸
問
題
』
(
ス
ラ
プ
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
シ
リ
!
ズ
)
、
五
五

号
、
一
九
九
四
年
が
あ
る
。

(
4
)
Z山
口
ミ

ω戸
肉
。
ロ
ヨ
山
口
P

民
営
M
F
N
V
Q芯
丸
、
ミ
主
門
的
~
同
J
p
h
h
h
b
h町
宣
伝
川
む
¥
M
J
p
h

hA『
史
的
円
。
ミ
号
、
c
N
N
R円
ミ
め
い
て
h
H
m
3
F
N
h
w
A
H
h
l
N
U弘メ

ω仲
間
口
一
問
。
吋
(
同
己
口
町
JH巾
吋
印
日
片
山
、
司
吋
巾
印
由
通

]
{
申
∞
叶

(
5
)

門
地
制
と
は
モ
ス
ク
ワ
大
公
園
に
勤
務
す
る
貴
族
が
憎
唱
え
た
一
五
世
紀
か
ら
、

そ
の
貴
族
聞
の
序
列
を
決
め
る
た
め
に
生
ま
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
序
列

の
優
劣
を
競
う
門
地
訴
訟
は
、
特
に
一
六
世
紀
に
頻
発
し
た
。
序
列
を
決
め
る
基

準
と
し
て
は
、
家
柄
、
本
人
お
よ
び
一
族
の
宮
澄
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
軍
事
勤

務
の
任
命
や
後
代
に
は
高
次
の
宮
廷
職
を
任
命
す
る
際
、
自
分
と
比
べ
て
家
柄
や

宮
肢
が
劣
っ
た
者
よ
り
低
く
任
命
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
人
は
、
自
身
や
自
分
の

家
門
に
対
す
る
名
場
一
回
数
損
と
し
て
、
し
ば
し
ば
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
た
。

門
地
制
は
、
次
第
に
複
雑
な
も
の
と
な
り
、
行
政
・
軍
事
を
逆
に
混
乱
さ
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
た
め
、
一
七
世
紀
末
に
廃
止
さ
れ
た
。
著
者
に
よ
る
と
、
門
地
訴
訟

と
い
う
形
で
エ
リ
ー
ト
層
の
名
誉
が
可
視
化
さ
れ
た
。

(
6
)

名
誉
段
損
に
つ
い
て
は
、
一
五
五

O
年
法
典
、
一
六
四
九
年
会
議
法
典
で
定
め

ら
れ
て
い
る
。
特
に
一
五
五

O
年
法
典
の
二
回

1
二
六
条
、
一
六
回
九
年
会
議
法

典
の
第
一

O
章
二
七

1
九
九
条
で
名
挙
一
回
数
損
の
手
続
き
、
対
象
、
賠
償
額
な
ど
詳

細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
六
回
九
年
会
議
法
典
の
第
二
章
で
は
、
閏
家

へ
の
反
逆
罪
も
君
、
王
へ
の
名
誉
段
損
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
「
名
誉
毅
損
」
は

こ
の
当
時
社
会
を
通
底
す
る
広
い
概
念
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
栗
生
沢
猛
夫
・
宮
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介

野
総
「
イ
ヴ
ア
ン
凹
世
雷
帝
の
『
一
五
五

O
年
法
政
(
」

i
訳
と
訳
注
(
一
)
|
」

『
北
海
道
大
学
文
学
部
研
究
科
紀
要
』
一
一
六
号
、
一
一

O
O五
年
、
中
沢
敦
夫
・
吉

田
俊
則
「
「
一
六
四
九
年
会
議
法
典
』
翻
訳
と
注
釈
ご
)
、
(
一
二
)
」
『
富
山
大
学
人

文
学
部
紀
要
』
四
一
一
一
・
四
六
号
、
ニ

O
O五
・
二

O
O六
年
。
ま
た
同
時
代
人
の

史
料
に
お
い
て
も
名
誉
毅
援
や
名
誉
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「
ピ
ョ

l
ト
ル

前
夜
の
ロ
シ
ア
亡
命
ロ
シ
ア
外
交
官
コ
ト
シ

i
ヒ
ン
の
手
記
」
(
松
木
栄
三
編

訳
)
、
彩
流
社
、
二

O
O一
二
年
。
第
四
章
第
一
二
節
、
第
七
章
第
由
一
節
な
ど
。

(
7
)

『
ド
モ
ス
ト
ロ
イ
(
家
庭
訓
こ
と
は
、
イ
ヴ
ァ
ン
雷
帝
時
代
の
正
教
徒
の
家
庭

生
活
の
理
想
的
形
態
を
提
示
す
る
教
訓
的
著
作
で
あ
る
。
家
庭
生
活
ま
で
支
配
の

影
響
を
与
え
よ
う
と
し
た
「
社
会
的
規
律
化
」
の
領
向
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら

れ
る
。
『
ロ
シ
ア
の
家
庭
訓
(
ド
モ
ス
ト
ロ
イ
)
』
(
佐
藤
靖
彦
訳
)
、
新
読
書
社
、

一
九
八
四
年
。

(
8
)

特
に
エ
リ
ー
ト
層
の
女
性
の
振
る
ま
い
(
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
ぶ
り
、
生
活
空
間
は

陪
離
さ
れ
、
カ
ー
テ
ン
で
覆
わ
れ
る
な
ど
)
は
エ
リ
ー
ト
層
の
富
や
名
誉
、
地
伎

を
象
徴
し
た
。
そ
し
て
、
女
性
の
み
の
隔
離
さ
れ
た
空
間
同
の
中
で
、
独
自
の
方
法

で
政
治
に
介
入
し
、
影
響
を
与
え
た
。
女
性
の
隔
離
、
そ
の
政
治
的
役
割
に
つ
い

て
は
之
山
口
ミ

ω戸
欠
。
ロ
自
由
ロ
P
ε
J
E巾

ω巾円}己的一
o
ロ
C
同
開
]
円
円
。
罵
。
∞
ロ
O
〈一円巾

者
c
g
g
J
3
2凡
山
お
お
民
主
。
三
巴
(
N
)
w
E
∞
ωw
日
)
匂
可
。
∞
叶
・
を
参
照
。

(
9
)

従
来
の
見
解
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
は
、
浅
野
明
「
君
主
と
貴
族
と
社
会
統

合
l
ロ
シ
ア
の
場
合
」
(
小
倉
欣
一
一
編
「
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
と
西
共
和
制
的
の

理
念
と
現
実
』
山
間
山
山
版
社
、
二

O
O四
年
収
録
)
な
ど
が
あ
る
。

(
叩
)
門
地
制
の
歴
史
的
意
義
は
、
国
家
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
麗
の
社
会
的
地
位
お
よ

び
君
主
権
力
の
影
響
力
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
研
究
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
エ

リ
i
ト
層
の
社
会
的
地
位
や
序
列
が
、
家
柄
を
茶
一
に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

ツ
ア

l
リ
の
エ
リ
ー
ト
層
に
対
す
る
権
限
は
部
分
的
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
エ

リ
ー
ト
隠
は
ツ
ア

l
リ
の
意
志
や
寵
愛
に
影
響
さ
れ
な
い
、
独
自
の
特
権
や
地
位

を
保
持
で
き
た
と
考
え
得
る
。
し
か
し
、
貴
族
間
で
争
う
こ
と
に
よ
り
、
西
欧
的

な
貴
族
の
社
団
的
団
結
・
身
分
意
識
形
成
を
障
害
し
、
逆
に
貴
族
の
立
場
を
危
う

く
さ
せ
た
と
も
考
え
得
る
。
ま
た
、
聞
け
池
制
が
菌
家
の
発
展
の
た
め
に
寄
与
し
た

自白

か
、
そ
れ
と
も
弊
警
と
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
門
地
制
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
、
モ
ス
ク
ワ
国
家
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
年
の
研
究
に

お
い
て
は
、
君
主
と
エ
リ
ー
ト
層
の
対
立
か
ら
門
地
制
を
見
る
の
で
は
な
く
、
門

地
制
自
体
が
君
主
と
エ
リ
ー
ト
層
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
基
に
成
り
立
っ
て
い
た
と

見
る
見
方
が
注
目
さ
れ
始
め
て
い
る
。
鳥
山
成
人
「
一
七
世
紀
末
ロ
シ
ア
の
『
門

地
制
」
廃
止
と
『
代
官
制
』
導
入
計
画
l
「
ピ
ョ

l
ト
ル
改
革
』
前
史
の
一
考
察
」

『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
・
史
学
科
」
一
二
三
号
、
一
九
八
八
年
。

(
日
)
著
者
は
一
五

0
0年
代
か
ら
一
六
八
二
年
の
門
地
制
廃
止
ま
で
の
史
料
を
調
べ
、

そ
れ
を
総
じ
て
論
じ
て
い
る
が
、
門
地
訴
訟
が
行
わ
れ
た
割
合
は
一
定
で
は
な
い
。

著
者
の
集
め
た
史
料
に
よ
る
と
、
門
地
訴
訟
は
一
五
八

0
年
代
か
ら
九

0
年
代
に

特
に
盛
ん
に
行
わ
れ
、
一
六

0
0年
代
か
ら
は
徐
々
に
減
少
し
て
い
く
。

(
ロ
)
本
書
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
書
評
は
、
訴
訟
文
書
を
通
じ
て
近
世
ロ
シ
ア
社
会

を
明
ら
か
に
し
た
点
で
本
書
の
意
義
を
評
価
し
つ
つ
も
、
合
意
形
成
の
重
要
性
を

強
調
す
る
あ
ま
り
、
専
制
の
一
方
的
な
影
響
力
を
軽
視
し
て
い
る
点
、
名
誉
と
い

う
文
化
的
概
念
が
政
治
に
与
え
た
影
響
力
を
誇
張
し
す
ぎ
る
点
な
ど
で
本
蓄
を
批

判
的
に
扱
っ
て
い
る
。
呂
田
吋
岳
山
}
]
H
v
s
u
p
w〈
5
4〈
O叫
NWい
て
同
言
。
可

w
g
s
h
F
σ
可

Z

ω}同・円ハ
c
z
g
出ロ
P
凶
器
包
お
お
河
町
ゼ
ミ
胆
亡
、
山
由
(N)u800wH)])
・
N
S
ω
c
c
-
w
富
山
口
叶
巾
巾
ロ

H
v
qユ
少
河
合
、
日
巾
さ
え
切
い
て
図
。
お
も
可
句
。
忠
実
戸

σ〕
H
Z
ω
y
-
Hハ
O}}
自
由
ロ
HMWMJph

L

な
ど
さ
と
も
¥
ミ
ミ
町
三
国
的
円
。
予
お
(
同
)uNOCH-
日)℃
-
N
5
1
M
N
P
E
n
y
R
仏
国
巾
}}5w

河
内
三

2
0内
N
W
H
h
g
ミ
N
W
C
g
h
p
s
z
-
F
穴
O
]
}
B
S
F
年
町
内
ミ
ミ
タ
ゴ
(N)W

N
C
C
P
3
・印
3
1
印
自
他
方
で
、
文
化
史
研
究
の
手
法
を
用
い
て
近
世
ロ
シ
ア
に

新
た
な
像
を
提
示
し
た
意
義
を
日
評
価
す
る
も
の
も
あ
る
。

H
J
g
一円)口付
g
w
河巾
4
日巾者

。
内
切
し
て
旬
。
芯
門
VH
、旬。
mhSNσ
可

Z
ω
げ・円内
C
ロロ凶出口
F
め
た
で
凡
円
河
内
ぜ
な
さ
wg(ω)wNcccu

ちま
N-
一
E
5
2
M
N巾門戸件。
p
m
g
t戸
、
。
同
句
、
図
。
HNOMミ
句
。
ミ
N門戸ぴ日
H
Z
ω
}凶-Mハ
C}}1

HU
出口
P
日
常
同
町
立
さ
」
vm
おお

h
九時
Qhvu
吋

(HYNCCNWH)℃・∞
hvis-
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